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学校における居場所推進事業委託 事業者募集要項 
 

１ プロポーザル実施の趣旨 

板橋区立中学校では、教室に入れない生徒や一時的な休息を求める生徒が安心して過

ごせる居場所（別室）を運営しています。 

このプロポーザルは、居場所（別室）における、課題を抱える生徒に対する専門的な

対応について、価格だけでなく不登校生徒への対応に関する専門的なスキルを求めるた

め、事業者から多様な提案を求め、総合的な見地から、公正かつ公平な方法で最適な事

業者を選定することを目的に実施するものです。 

 

２ 事業の概要 

  教室に入れない生徒や一時的な休息を求める生徒に対し、安心して過ごせる居場所を

提供し、課題を抱える生徒が、コミュニケーション能力や規則正しい生活習慣を養いな

がら、将来的に豊かな人生を送れるよう、社会的に自立する力を身に付けられることを

目指します。 

 

３ 契約期間 

① Ｃグループ（3校） 

令和 8年 4月 1日（予定）から令和 11年 3月 31日まで 

② Ｄグループ（5校） 

令和 8年 5月 1日（予定）から令和 11年 3月 31日まで 

※契約は年度ごとに締結し、当該年度の予算が議決され、かつ厳正なる履行確認のう

え、前年度の履行状況が良好であると認められる場合は、翌年度も同一事業者と契

約することができる。 

 

４ 委託内容 

  「学校における居場所推進事業委託仕様書」（Ｃグループ、Ｄグループ）のとおり 

 

５ 契約上限額 

 Ｃグループ（3校） Ｄグループ（5校） 

令和 8年度 13,521,200円（税込） 17,127,000円（税込） 

令和 9年度 13,521,200円（税込） 19,976,000円（税込） 

令和 10年度 13,521,200円（税込） 19,976,000円（税込） 

【参考】3か年合計 40,563,600円（税込） 57,079,000円（税込） 

※令和 8年度のＤグループのみ 11か月分（開設 80日） 

※その他は 12か月分（開設 96日） 

 

６ 受託可能上限グループ数 

  原則 1者あたり 1グループまで 

  ※参加申込時に受託希望順位を提示していただき、「学校における居場所推進事業委

託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）」が、それを参照し提案採用者

を決定します。詳細は、Ｐ4「12（3）提案採用者の決定に伴う留意事項」を参照し

てください。 
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７ 区が求める提案内容 

  Ｐ6の「企画提案書の記載項内容について」のとおり 

 

８ 参加資格 

  次のすべての項目を満たしていることが必要です。 

参加者が契約締結までの間に下記の参加資格要件を満たさなくなった場合は、その時

点で参加資格を失うものとします。また、提案採用者となった場合は、提案採用を取り

消します。 

（１）東京都板橋区競争入札参加資格（東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおけ

る物品買入れ等競争入札参加資格取得者）を有すること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

（３）東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱（平成 17 年 3 月 31 日区長決定）

による指名停止を受けていないこと。 

（４）参加者及びその役員等が以下の項目に該当しないこと。 

  ア 暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。 

  イ 暴力団員等を雇用している。 

  ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。 

（５）提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

（６）提案金額が契約上限額の範囲内であること。 

   また、各年度の内訳金額についても上限額の範囲内であること。 

 

９ スケジュール 

内  容 期  間  等 

募集要項の配布・募集開始 令和 7年 10月 24日（金） 

質問受付期間 
令和 7年 10月 24日（金）から 

令和 7年 10月 30日（木）午後 3時まで 

質問に対する回答 
令和 7年 11月 5日（水）予定 
※板橋区ホームページに公開 

プロポーザル参加申込及び選

考に係る書類提出期限 
令和 7年 11月 12日（水）午後 5時まで（厳守） 

第 1次審査結果通知 令和 7年 11月 21日（金）予定 

第 2 次審査（プレゼンテーシ

ョン及び質疑応答） 
令和 7年 12月 5日（金） 

選定結果の通知・公表 令和 7年 12月 19日（金）予定 

 

10 参加申込について 

プロポーザルは 2 グループ分をまとめて同時に実施しますが、今回のプロポーザルに

おける受託可能上限グループ数は原則 1グループです。 

第 2 次審査が終了した時点で、評価点の高いものから順に、参加申込時に提示してい

ただくグループごとの受託希望順位を参照して、選定委員会が提案採用者を決定します。

詳細は、Ｐ4「12（3）提案採用者の決定に伴う留意事項」を参照してください。 
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（１）提出書類 （※Ｐ7「提出書類一覧」も参照してください） 

 ・「学校における居場所推進事業委託事業者選定 参加申込書（様式 1）」 

 ・「参加事業者概要書」（別紙 1） 

 ・財務状況が把握できるものの写し（直近 1年分） 

  ※個人事業主（青色申告）の場合：確定申告書及び青色申告決算書の写し 

  ※個人事業主（白色申告）の場合：確定申告書及び収支内訳書の写し 

  ※法人の場合：財務三表（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書）の写

し 

 ・企画提案書：正本 1部・副本 10部 

 ・見積書（令和 8年度、9年度、10年度）：正本各 1部 

 ・第 1次審査結果通知送付用封筒：1枚 

  ※長 3封筒に宛名・結果通知先の住所を記載し、110円切手を貼付すること 

（２）提出期限 

令和 7年 11月 12日（水）午後 5時まで（厳守） 

※郵送による場合は必着 

※持参による場合は、土日祝日など板橋区役所本庁舎閉庁日及び正午 12時から午後 1

時までは提出できません。 

（３）提出先 

 Ｐ5「16 問い合わせ先（書類提出先、質問送付先）」に同じ 

（４）提出方法 

  郵送または持参にてご提出ください。 

※持参による場合は、事前に持参日時をメールまたは電話にてご連絡ください。 

（５）留意事項 

・企画提案書の記載項目については、Ｐ6「企画提案書の記載内容について」を参照して

ください。 

・参加申込後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、「学校における居場所推進事

業委託事業者選定 参加辞退書（様式 2）」をご提出ください。 

・提出期限後の提出された書類の再提出または記載内容の変更は認められません。 

 

11 質問の受付及び回答 

（１）受付方法 

・メールにて質問を受け付けます。メール本文に質問内容を記載してください。 

※回答することにより本選定の公平な執行を妨げると判断される質問については回答

いたしません。 

・件名は「【法人名】居場所推進事業プロポ質問」と記載してください。 

（２）受付先（メール送信先） 

  Ｐ5「16 問い合わせ先（書類提出先、質問送付先）」に同じ 

（３）受付期間 

  令和 7年 10月 24日（金）から令和 7年 10月 30日（木）午後 3時まで 

（４）回答（予定）日・方法 

  令和 7年 11月 5日（水）（予定）に板橋区ホームページにて回答します。 
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12 プロポーザルの実施の流れ 

（１）第 1次審査（書類審査） 

 ①選定方法 

  提出された書類を基に、選定委員会にて第 1次審査を実施します。 

・応募者が 6 者以上の場合は、参加資格の審査及び企画提案書を書類審査し、上位 5

者を選定します。 

  ・応募者が 5者以下の場合は、参加資格の審査のみ行います。 

 ②参加資格、審査項目及び基準 

・参加資格：Ｐ2「8 参加資格要件」のとおり 

・審査項目及び基準：「学校における居場所推進事業委託事業者選定 第 1 次審査票

（別表１）」のとおり 

 ③第 1次審査結果の通知について 

  ・令和 7 年 11 月 21 日（金）にメール及び郵送にて通知します。第 1 次審査通過者に

対しては第 2次審査の日程等についても併せて通知します。 

（２）第 2次審査（プレゼンテーション及び質疑応答） 

 ①選定方法 

第 1 次審査通過者を対象とし、企画提案書のプレゼンテーション及び質疑応答による

審査、見積書による価格評価などの審査を行います。 

②審査について 

  ・発表は、契約後に区及び学校長との調整権限を持つ貴社の責任者（学校における居

場所推進事業委託仕様書Ｐ2③ア参照）となる予定の者が行ってください。なお、会

場への入室は 3名以内でお願いします。 

・追加の配付資料、企画提案書と内容が異なる追加提案等は認めません。 

③審査項目及び基準 

「学校における居場所推進事業委託事業者選定 第 2次審査票（別表 2）」のとおり 

 ④提出書類 

  第 2次審査結果通知送付用封筒：1枚 

※長 3封筒に宛名・結果通知送付先の住所を記載し、110円切手を貼付すること。 

⑤第 2次審査結果（提案採用者決定）通知について 

  令和 7年 12月 19日（金）までにメール及び郵送にて通知します。 

（３）提案採用者の決定に伴う留意事項 

①評価点が最も高い参加者を、参加申込時に提示いただいた受託希望順位上位のグルー

プの提案採用者とします。 

 ②評価点が次点の参加者を、もう一方のグループの提案採用者とします。ただし、次点

の参加者が既に提案採用者となっているグループのみを希望している場合は、順次、

評価点の高い者から順に検討し、もう一方のグループを希望する者を当該グループの

提案採用者とします。 

③提案採用者として選定される参加者の評価点が満点の 2 分の 1 に満たない場合は、提

案採用者としません。 

④②にかかわらず、提案採用者が１者のみの場合は、当該プロポーザルの評価点が最も

高い参加者を、もう一方のグループの提案採用者とします。ただし、当該参加者がその

グループへの参加を希望しない場合は、区と別途協議を行います。 

 ⑤④により、1者が 2グループの提案採用者になる場合があります。 
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13 プロポーザル結果の公表 

  第 2 次審査終了後に、審査項目、審査基準、審査結果（順位、評価点等）及び評価点

の内訳をホームページで公表します。また、提案採用者については、事業者名、提案価

格も公表します。 

 

14 予算措置について 

本プロポーザルは、各年度の板橋区予算の成立（板橋区議会で３月下旬議決予定）を前

提として行うものであり、予算が成立しなかった場合は、契約締結を行わない場合があ

りますのでご了承ください。また、予算金額が提案金額に満たなかった場合は、金額、仕

様内容に関し協議をさせていただく場合があります。 

 

15 その他留意事項 

（１）参加に関して必要となる費用は、すべて参加事業者の負担とします。 

（２）募集期間内に提出された書類で、事業者都合による訂正又は差し替えがある場合は、

提出期限日時までに限り認めます。ただし、郵送による訂正又は差し替えは認めません

ので持参してください。 

（３）各提出書類について、提出方法は持参・郵送を問いませんが、未着・遅延等の場合、

原因の如何を問わず、区は一切の責任を負いません。 

（４）提出書類は理由の如何を問わず、返却しません。 

（５）提出書類は、東京都板橋区情報公開条例に基づき、公文書公開請求（情報公開）の対

象となります。条例第 6 条第 1 項各号に該当する事項以外は原則公開となることから、

あらかじめご了承のうえ提出してください。 

（６）委託内容に個人情報を取り扱う業務が含まれる場合は、個人情報の保護に関する法

律及び東京都板橋区個人情報保護法施行条例の規定に基づく個人情報の取扱いに係る

保護措置を講ずる必要があります。 

 

16 問い合わせ先（書類提出先、質問送付先） 

  〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目 66番 1号 

  板橋区教育委員会事務局指導室学習支援係 

  電話番号：03-3579-2615 

  E-mail  ：ky-sodan@city.itabashi.tokyo.jp  
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企画提案書の記載内容について 

①提案書の作成は、「学校における居場所推進事業委託仕様書」に基づき記載してく

ださい。提案書はＡ4 判の用紙に縦向きで作成し、記載は横書き、文字サイズは原

則 12ポイントとします（表紙及び見出し、表・図などは適宜変更を可能とします）。

ページ数は表紙を含めて 20 枚（40 ページ）以内とします。また印刷は、表紙以外

は両面印刷とし、表紙を除き、各ページの下部中央に全体を通したページ番号を付

してください。 

②文字の字体・色（カラー印刷可）は指定しませんが、読みやすさにご配慮ください。 

③事業者名は正本にのみ記載し、副本には記載しないでください。また、副本に事業

者名が判るような記述はしないでください。 

④記載項目は、全て下表の順番に従って記載し、項目ごとに 1～７のインデックスを

付けてください（記載項目 7は任意）。 

 記載項目 内     容 

1 

共

通 

提案の趣旨・基本

姿勢 

・課題を抱える生徒を支援するうえで重要と考えていること。 

・学校との情報共有や連携について考えていること。 

・教室に入れない生徒や一時的な休息を求める生徒などへの対

応について考えていること。 

2 【居場所の運営】 

実施・運営体制 

・本事業における人員配置などの実施体制 

・従事者の育成・研修に関すること 

・長期休業期間や定期考査日等における開設への対応について 

3 【居場所の運営】 

見守り支援 

居場所支援を行う上での具体的な方法 ※以下のポイントは必須 

・生徒が「安心して過ごせる居場所」となるための工夫 

・生徒が居場所に定着するための工夫 

・生徒が担任やクラスとつながるための工夫 

・居場所への定着が図れた生徒が教室復帰するための工夫 

・生徒との関係性を構築するための工夫 

・不登校の未然防止についての工夫 

・板橋フレンドセンター（適応指導教室）等の関係機関と連携

した支援方法 

・一時的な休息を求める生徒への対応方法 

4 【居場所の運営】 

学習支援 

学習支援を行う上での具体的な方法 ※以下のポイントは必須 

・学力不振で勉強嫌いになっている生徒を学習に向かせる工夫 

・学習意欲の向上につながる工夫、教室復帰を促す学習支援方

法 

・特別な支援を要する生徒への学習支援方法 

・生徒が「進路・進学について」考えるようになるための工夫 

5 【居場所の運営】 

不登校巡回教員

との連携 

不登校巡回教員との具体的な連携方法 ※以下のポイントは必須 

・定期的な情報共有体制 

・生徒の状況に応じた段階的な支援プランの共有方法 

・生徒の状況変化に関する連絡体制 

6 学校・教育委員会 

支援 

・実施校に対する支援方法 

・居場所に生徒が来なかった場合の実施校での活動 

・教育委員会との連携や支援方法 

・事例検討会の実施 

7 その他の提案 

（任意） 

※1～6の項目で記載された以外に、貴団体の特色や強みを活か

し、本事業の実施効果を高めるような提案があれば、記載し

てください。 
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提出書類一覧 

 件   名 様式 部数 提出期限 

1 
学校における居場所推進事業委託事業者選定 参

加申込書 
様式 1 1部 

令和 7年 

11月 12日 

（水） 

午後 5時 

まで 

2 
参加事業者概要書 

※パンフレットなどがあれば添付してください。 
別紙 1 1部 

3 

財務状況が把握できるもの（直近 1年分）の写し 

※個人事業主（青色申告）の場合： 

確定申告書及び青色申告決算書の写し 

※個人事業主の（白色申告）場合： 

確定申告書及び収支内訳書の写し 

※法人の場合： 

財務三表（損益計算書、貸借対照表、キャッシュ

フロー計算書）の写し 

 

1部 

4 

企画提案書 

※A4判用紙を縦向きで作成、横書き、文字サイズは

原則 12 ポイントとし、ページ数は表紙を含めて

20 枚（40 ページ）以内、印刷は、表紙以外は両

面印刷とし、表紙を除き、各ページの下部中央に

全体をとおしたページ番号を付してください。 

※Ｐ6「企画提案書の記載内容について」にある記

載項目をすべて（記載項目 7 は任意）、順番どお

りに記載してください。 

※団体（会社）名が判るような表記（ロゴマーク等

を含む）、記述はしないでください。 

※製本（フラットファイル等で綴じる）し、正本に

のみ表紙に団体（会社）名を明記してください。 

 

正本 1部 

副本 11部 

 

5 

見積書（令和 8年度分、9年度分及び 10年度分） 

※提案内容に即した事業に係る経費につき、それぞ

れの内訳も記載してください。 

※人件費については、配置されるスタッフ別に時間

単価及び配置日数を明示してください。 

※Ｐ2「5 契約上限額」に示した各年度における上

限を超える金額での見積は認められません。 

※契約締結後に人件費の上昇等を理由として契約

金額を変更することはできません。 
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提出方法及び提出先について 

 ①提出先 

〒173—8501 東京都板橋区板橋二丁目 66番 1号 

板橋区役所本庁舎北館 6階 17番 教育委員会事務局指導室学習支援係 

 電話番号：03-3579-2615 

  E-mail  ：ky-sodan@city.itabashi.tokyo.jp 

②提出方法 

「①提出先」へ提出書類を郵送または持参してください 

※持参する場合は、事前に持参日時をメールまたは電話にてご連絡ください。 


